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令和５年第３回上天草市議会定例会会議録 

令 和 ５ 年 ６ 月 ５ 日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

議        場 

１．議事日程（第１日目） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 常任委員会委員の選任について 

 日程第 ４ 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第 ５ 議長の常任委員会委員の辞退について 

日程第 ６ 諸般の報告  

日程第 ７ 行政報告  

日程第 ８ 承認第 １号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【上天草市 

税条例の一部を改正する条例の制定について】 

日程第 ９ 承認第 ２号  専決処分の報告及びその承認を求めることについて【上天草市 

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について】 

日程第１０ 承認第 ３号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和５年 

度上天草市一般会計補正予算（第１号）】 

日程第１１ 議案第３５号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第３６号 上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例及び上天草市手数料 

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第３７号 上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

日程第１４ 議案第３８号 上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第３９号 上天草市本と歴史の交流館条例の制定について 

日程第１６ 議案第４０号  上天草市歴史資料館条例の制定について 

 日程第１７ 議案第４１号 上天草市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第４２号 令和５年度上天草市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１９ 議案第４３号 令和５年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２０ 議案第４４号 令和５年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予 

算（第１号） 

日程第２１ 議案第４５号 令和５年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第４６号 財産の取得について 

日程第２３ 同意第１２号 上天草市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについ 
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             て 

日程第２４ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２５ 諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２６ 諮問第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２７ 報告第 ６号 令和４年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告に 

ついて 

 日程第２８ 報告第 ７号 令和４年度上天草市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告に 

ついて 

 日程第２９ 報告第 ８号 令和４年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 日程第３０ 報告第 ９号 令和４年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

 日程第３１ 報告第１０号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定について】 

 日程第３２ 報告第１１号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定について】 

                                           

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１４名） 

   議長 桑原 千知 

   １番 北垣  洋    ２番 井手口隆光    ３番 木下 文宣 

   ４番 何川  誠    ５番 塩田 真一    ６番 嶋元 秀司 

７番 田中 辰夫    ８番 何川 雅彦    ９番 宮下 昌子 

１０番 西本 輝幸   １１番 髙橋  健   １２番 小西 涼司 

  １５番 田中 万里    

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

  な  し 

                                             

 

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

市 長  堀江 隆臣   副 市 長  村田 一安 

教 育 長  高倉 利孝   総務部長兼企画政策部長  坂田 結二 

市 民 生 活 部 長  水野 博之   経 済 振 興 部 長  山本 一洋 

建 設 部 長  岩永 裕一   健 康 福 祉 部 長  濵﨑 裕慈   

教 育 部 長  赤瀬 耕作   水 道 局 長  桑原 成明 

上天草総合病院事務部長  須﨑 朝幸   病 院 事 業 管 理 者  岸川 秀樹 
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５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  山川 康興   局 長 補 佐  山﨑 大勝 

 主 幹  四丸 雄介    主       事    松原ちひろ  

                                             

 

開会  午前１０時００分 

○議長（桑原 千知君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年第３回上天草市議会定例会を

開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                                             

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（桑原 千知君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、１番、北垣洋君。２番、井手口隆光君を指名いたします。 

                                             

 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（桑原 千知君） 日程第２、会期の決定については、議会運営委員会が開催され、会期

日程などについて審査をされておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（何川 雅彦君） おはようございます。 

 令和５年第３回上天草市議会定例会の開催に当たり、委員会を開催し、議会運営及び提出議案

等について審査いたしましたので、その結果について御報告申し上げます。 

 会期日程につきましては、配付いたしております定例会日程表のとおり、本日６月５日は開会、

提案理由の説明、６月１５日が議案質疑及び委員会付託を行います。常任委員会は、予算決算常

任委員会が６月１５日と２２日の２日間、その他の常任委員会が６月１６日、１９日、２０日の

３日間開催することとし、一般質問は、２１日及び２２日の２日間行います。６月２７日を最終

日として、委員長報告、採決、閉会とすることに決定いたしました。 

 今期定例会に付議されます議案等は２５件。その内訳は、承認３件、条例７件、補正予算４件、

同意１件、諮問３件、その他１件、報告６件です。 

 議案等の取扱いにつきましては、付託委員会及び議事日程等慎重に審査し、全議案を本会議へ

上程することに決定いたしました。 
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 なお、議案第４２号、上天草市一般会計補正予算（第２号）は、急施を要する案件であること

から、委員会への付託を省略し、本日執行部からの説明を受け、質疑、討論を経て採決すること

に決定しました。また、同意第１２号及び諮問第１号から諮問第３号については、人事案件であ

ることから、委員会への付託を省略し、いずれも６月１５日の本会議で、質疑討論を経て採決す

ることに決定いたしました。 

 最後に、閉会中の継続審査及び調査の申出を行うことを決定しましたことを御報告申し上げ、

委員長報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から６月２７日までの２３日間と

決定いたしました。 

                                             

 

日程第 ３ 常任委員会委員の選任について 

○議長（桑原 千知君） 日程第３、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、議長から指名

することになっております。 

 ここで、委員の指名に先立ち御報告いたします。恒例により、委員会委員の選任の時期に合わ

せ、議長及び副議長の改選についても検討しているところですが、先般、全員協議会で協議した

結果、引き続き、議長は私桑原が、副議長を田中万里議員が務めることになりましたので、まず

もってこれを御報告いたします。 

 それでは、各委員会の委員を指名いたします。 

総務常任委員に、井手口隆光君、塩田真一君、田中辰夫君、何川雅彦君、田中万里君、私、

桑原千知の６名を。経済建設常任委員に、北垣洋君、何川誠君、嶋元秀司君、西本輝幸君の４名

を。文教厚生常任委員に、木下文宣君、宮下昌子君、髙橋健君、小西涼司君の４名を。そして、

予算決算常任委員に１４名全員を指名いたします。 

 それでは、ただいまから各常任委員会の正副委員長報告をいたします。 

 総務常任委員長、田中辰夫君。同副委員長、何川雅彦君。経済建設常任委員長、嶋元秀司君。

同副委員長、何川誠君。文教厚生常任委員長、小西涼司君。同副委員長、宮下昌子君。予算決算

常任委員長、木下文宣君。同副委員長、塩田真一君。 

 以上でございます。 
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日程第 ４ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（桑原 千知君） 日程第４、議会運営委員会の選任を議題といたします。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、議長が指

名することになっておりますので、指名をいたします。 

委員には、何川誠君、嶋元秀司君、田中辰夫君、何川雅彦君、宮下昌子君、小西涼司君、田

中万里君の７名を指名いたします。 

 それでは、続けて正副委員長を報告いたします。 

 委員長に、何川雅彦君。同副委員長に何川誠君。 

 以上でございます。 

○議長（桑原 千知君） 次の案件は、私の案件に該当しますので、地方自治法第１１７条の規定

により、退場し、副議長に交代いたします。 

 ［桑原千知議長退場］ 

○副議長（田中 万里君） 議長案件ですので、副議長の私が進行を務めます。 

 よろしくお願いいたします。 

                                             

 

日程第 ５ 議長の常任委員会委員の辞退について  

○副議長（田中 万里君） 日程第５、議長の常任委員会委員の辞退についてを議題といたしま

す。 

 桑原議長から、委員会条例第２条第１項の規定により、総務常任委員会及び予算決算常任委員

会の委員を辞退したい旨の申出がありました。議長は、その職責上、どの委員会にも出席する権

限を有しているほか、本会議の可否同数の際における採決権など、議長固有の権限を考慮すると

き、常任委員会の委員として所属することは好ましくない。また、行政実例においても、議長の

辞退を求めていることから、総務常任委員及び予算決算常任委員を辞退したいとするものです。 

 議長からの申出のとおり、総務常任委員会委員及び予算決算常任委員会委員の辞退について同

意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田中 万里君） 御異議なしと認めます。 

 よって、申出のとおり、総務常任委員及び予算決算常任委員の辞退について同意することに決

定しました。 

 桑原議長、入場を求めます。ここで、議長と交代いたします。お世話になりました。 

［桑原千知議長入場］ 

                                             

 

日程第 ６ 諸般の報告  
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○議長（桑原 千知君） 日程第６、諸般の報告を行います。 

 令和５年第２回定例会以降の報告事項は、御手元に配付のとおりです。資料等について必要な

方は、議会事務局で閲覧願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

                                             

 

日程第 ７ 行政報告  

○議長（桑原 千知君） 日程第７、行政報告。 

 市長から行政報告の申出がありました。これを許します。 

 堀江市長。 

○市長（堀江 隆臣君） おはようございます。 

 令和５年第３回市議会定例会の開催に当たり、３月定例会以降の行政の主な取組につきまして、

その概要を報告いたします。 

 初めに、総務部門でございます。 

 職員の人材育成の取組につきましては、４月２５日に、地方創生に向けた人材育成に関するノ

ウハウやネットワークを豊富に持つ一般財団法人地域活性化センターとの間において、持続可能

な地域づくりの中核となる人材を育成することを目的とした連携協定を締結しました。今後は、

この協定に基づき、市職員の人材育成に取り組んでまいります。 

 防災につきましては、６月１日に、令和５年度第１回上天草市防災会議を開催し、県の地域防

災計画の見直しを踏まえ、本市の地域防災計画の改定を行いました。また、熊本地方気象台から、

今年の梅雨の見通しや、南海トラフ地震の想定について説明を受け、参加者の間で情報共有を図

りました。引き続き、関係機関との連携を深めるとともに、本市の防災体制の強化を図り、市民

の安心安全に努めてまいります。 

 次に、企画政策部門でございます。 

 ＳＤＧｓの取組につきましては、市民及び企業等への普及促進を図るため、５月１１日に、リ

コージャパン株式会社熊本支社と、５月２９日に、ヤマト運輸株式会社とそれぞれ連携協定を締

結しました。今後は、この協定に基づき、市民向け企業向け及び教育現場向けのＳＤＧｓセミ

ナーや広報活動等を実施することでＳＤＧｓの理解促進を図ってまいります。 

 上天草高校支援につきましては、４月２０日に、慶應義塾大学大学院経営管理研究科慶応ビジ

ネススクールの卒業生が組織するエンバコネクトの立会いのもと、上天草高校及び株式会社ギル

ドヒーローズと、熊本県立上天草高等学校の生徒のスキルアップに関する包括連携協定を締結し

ました。この協定に基づき、関係者が相互に協力をして、上天草高校生の起業家教育等への支援

及びＳＤＧｓへの理解を促進し、生徒のスキル向上を図ることで、同校の魅力向上に取り組んで

まいります。 

 地域おこし協力隊を活用した人財育成塾につきましては、４月２０日に開塾式が行われました。
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この人財育成塾には、２１人の上天草高校生が受講をしており、公務員への就職や学力向上など、

生徒の夢の実現に向けて地域おこし協力隊と連携しながらサポートしてまいります。 

 樋合リゾート開発につきましては、開発事業者である株式会社マリーゴールドホールディング

スにおいて、５月１９日に、第１期建築工事着手に伴う地鎮祭がとり行われました。第１期工事

では、本館棟１棟のほか、宿泊棟１２棟を整備され、工期は約１２か月、令和６年夏頃の開業を

予定されております。市としましては、今後も引き続き、平成３１年２月に締結をした企業進出

に関する協定に基づき、側面的な支援を実施してまいります。 

 デジタル化の推進につきましては、４月２４日崇城大学で開催されましたＤＸ推進に向けた実

証実験の合同記者会見に出席をいたしました。この実証実験は、崇城大学を中心に、本市や銀行、

ＩＴ企業、大学、放送局など２１の異分野団体が参加をし、異業種分野の交流による新たな価値

の創出に挑戦していく取組でございます。市としましても、この機会を有効活用して、市が持つ

課題を提案し、その解決につなげられるよう積極的に参加をしてまいります。 

 デジタル田園都市国家構想交付金を活用しての４事業、統合版アプリの開発、道路台帳のデジ

タル化、図書館のデジタル化、オンライン塾の開設につきましては、４月３日に内閣府から交付

決定を受けたところです。今後もデジタル化に向けた取組を確実に推進し、行政サービスの向上

につなげてまいります。 

 次に、経済振興部門でございます。 

 産業振興につきましては、令和４年度まで、市外から転入をされ、新たに船員となられる方々

にその家賃等の一部を上天草市定住促進事業船員等家賃補助金として助成をしてまいりましたが、

令和５年度からは、船員のみならず新たに市内の事業所に就職された方々を対象とした上天草市

雇用促進住居手当補助金を創設をいたしました。 

また、コロナ禍や世界情勢による燃料費高騰の影響が残る中、市内事業者で、自転車運送業

を主な生業とするものの将来的な経営の持続に資するため、新たに電気自動車等の省エネ次世代

自動車の購入を促し、もって二酸化炭素の排出削減と市が推進するＳＤＧｓの取組につながるよ

う、上天草市運送事業者燃料費高騰に係る事業用省エネ次世代自動車等導入補助金を創設をしま

した。今後も、市内事業者の皆様の事業継続と雇用促進に努めてまいります。 

 観光振興につきましては、龍ヶ岳山頂自然公園の指定管理者により、これまで未使用だったテ

ニスコートを新たにオートテントサイトとしてリニューアルし、４月２９日から運営を開始しま

した。ゴールデンウィークも重なったことから、利用者も多かったと報告を受けております。ま

た、ミューイ天文台においても、４月２２日に天文イベントこと座流星群チャレンジを開催する

など、龍ヶ岳山頂自然公園の利用者の増加が図られております。 

 次に、建設部門でございます。 

 熊本都市圏と宇城天草地域を結ぶ熊本天草幹線道路の整備促進につきましては、４月１２日に、

５市１町で組織する熊本天草間幹線道路整備促進期成会の一員として、国土交通省道路局並びに

熊本県選出の衆参国会議員への要望活動に参加をし、事業推進及び早期完成に向けた要望活動を
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行いました。また、５月２６日には、本期成会の総会も開催をされ、熊本天草幹線道路のさらな

る事業推進と早期完成を目指し、引き続き要望活動に取り組んでいくことを決議いたしました。 

 次に、市民生活部門でございます。 

 環境保全につきましては、熊本県において、６月第１日曜日を環境の日と定められており、本

市も昨日１７５行政区の御協力をいただき、環境の日一斉清掃を実施しました。今後も、市民の

環境に対する意識向上に取り組んでまいります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響による令和４年度分の国民健康保険税減免申請につきまして

は、５件、120万6,900円の減免を決定しております。 

 マイナンバーカードにつきましては、全国的にコンビニ交付での証明書の誤発行、公金口座の

誤登録、マイナポイントの誤付与等のトラブルが発生しておりますが、本市においては、現在の

ところ、このような事案は確認されておりません。引き続き適切な事務の執行に努めてまいりま

す。また、本市のマイナンバーカードの取得状況につきましては、本年４月末現在で、１万７，

２４８件の交付が完了し、交付率は６７．２％となっております。取得促進対策として、時間外

窓口及び休日窓口の開設を９月末まで延長するとともに、マイナンバーカードの普及利活用に係

る取組を推進し、取得率の向上に努めてまいります。 

 男女共同参画につきましては、本年３月に第４期上天草市男女共同参画推進計画を策定しまし

た。計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とし、男女共同参画社会の実現を目指

して、全庁的な取組を推進してまいります。 

 次に、健康福祉部門でございます。 

 第４期上天草市地域福祉計画、地域福祉活動計画につきましては、３月３０日に策定し、市

ホームページなどで公表をいたしました。今後は、この計画に基づき地域福祉のさらなる推進を

図るため、各施策に取り組んでまいります。 

 令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金につきましては、住民税非課税世帯

等に対し、令和４年１１月から給付を開始し、令和５年３月３１日現在で３，８８６世帯、1億

9,430万円を給付しました。国及び県の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金につきましては、ひとり親世帯分として２２１世帯、2,256万5,000円を、ひとり親世帯以外

の世帯分として、１２４世帯、1,654万5,000円を５月３０日にプッシュ型で給付いたしました。

今後は、家計急変者等の要申請者について随時給付してまいります。 

 出産子育て応援給付金につきましては、令和４年４月以降に妊娠届出及び出産をされた方に対

し、５月１８日現在で、１９４人、1,470万円を給付しました。 

 特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の推進につきましては、市民の健康づくり並びに疾

病及び重症化予防を推進することを目的に、４月２６日に、熊本県信用組合と健康診査事業の推

進に関する覚書を締結しました。この覚書締結により、熊本県信用組合は、特定健診及び後期高

齢者医療健診を受診した者に対し、定期預金の金利の優遇を行うこととなり、同信用組合大矢野

支店では、年利０．２％上乗せする健康と未来のかけ橋健診定期と名づけた定期預金の取扱いを
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開始をいたしました。 

 新型コロナワクチン接種につきましては、国において、特例臨時接種の実施期間が令和６年３

月３１日まで延長され、令和５年においても、春開始接種及び秋開始接種を実施する方針が３月

８日に発出されました。本市においても、国の方針に基づき、医師会等の関係機関と連携し、接

種体制を整備するとともに、春開始接種につきましては、初回接種を終了した６５歳以上の高齢

者、５歳以上の基礎疾患を有する者及び医療従事者等を対象に５月８日から開始しました。 

 新型コロナワクチン接種に伴う移動困難者輸送支援事業につきましては、令和３年度から令和

４年度まで４回にわたり実施し、延べ４，５１７人が利用されました。本事業につきましては、

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、５月８日から、季節性インフルエンザと

同じ５類感染症へ移行することを踏まえ、本年３月３１日をもって終了いたしました。 

 最後に、教育部門でございます。 

 令和５年度市内小・中学校の入学式につきましては、４月１１日に挙行し、小学校１５３人、

中学校１７０人の新入生が入学しました。これにより、５月１日現在の児童生徒数は、小学校１，

００９人、中学校５６３人の合計１，５７２人となり、前年度と比べますと、５５人減少となり

ました。また、本年度からは、学校統合により校区の変更があった維和地区から４人の新入生が

大矢野中学校に入学をし、真新しい制服で元気に通学をしています。 

 学校活動につきましては、これまで新型コロナウイルス感染症対策として、子供たちのふれあ

いを通じた集団活動や体験的活動が制限されてきましたが、先ほども述べましたとおり、５月８

日から５類感染症に移行したことなどにより、学校活動は活発してまいります。先日行われた体

育大会等においても、大きな声援の中で児童生徒や保護者・地域一体となった取組が再開され、

非常にうれしく感じたところでございます。 

なお、今後の学校活動につきましては、コロナ禍を通じて再認識された学校の役割を果たす

べく、積極的な取組がなされるとともに、学校ＩＣＴの活用など、新しい学びの在り方を踏まえ

た学校活動が推進されるよう期待をしております。本年３月１１日と１２日に開催した第５１回

天草パールラインマラソン大会につきましては、合計１，７１７人のランナーに参加をいただき

ました。コロナ禍前の参加者数と比較すると物足りなさをまだ感じますが、次回大会におきまし

ては、今回の課題を整理し、開催方法や内容等の検討を行い、参加者の増加に取り組んでまいり

ます。 

 現在整備中の上天草市本と歴史の交流館イコットにつきましては、本年３月末に建物本体工事

が完成しました。今後は、１０月供用開始に向け、歴史資料室の展示制作、外構整備工事及び天

草四郎公園整備工事を進めるとともに、蔵書の移動など所要の準備を進めてまいります。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（桑原 千知君） これで行政報告は終わりました。 
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日程第 ８ 承認第 １号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【上天 

草市税条例の一部を改正する条例の制定について】 

日程第 ９ 承認第 ２号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【上天 

草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて】 

日程第１０ 承認第 ３号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和 

５年度上天草市一般会計補正予算（第１号）】 

日程第１１ 議案第３５号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第３６号 上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例及び上天草市手 

数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第３７号 上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第３８号 上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第３９号 上天草市本と歴史の交流館条例の制定について 

日程第１６ 議案第４０号 上天草市歴史資料館条例の制定について 

日程第１７ 議案第４１号 上天草市立図書館条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

日程第１８ 議案第４２号 令和５年度上天草市一般会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第４３号 令和５年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２０ 議案第４４号 令和５年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補 

正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第４５号 令和５年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第４６号 財産の取得について 

○議長（桑原 千知君） 日程第８、承認第１号から、日程第２２、議案第４６号までの以上１

５件を一括議題といたします。上程議案の説明を求めます。 

 堀江市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 令和５年第３回上天草市議会定例会に提案します議案につきまして御

説明いたします。 

 今定例会には、専決処分の報告及びその承認を求めることについての承認案件３件、上天草市

税条例の一部を改正する条例の制定についてなどの条例議案７件、令和５年度上天草市一般会計

補正予算（第２号）などの予算議案４件、財産の取得についてのその他議案１件、人事案件とし

て、上天草市固定資産評価委員の選任につき同意を求めることについての同意案件１件、人権擁

護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての諮問案件３件を提出しております。 

 諮問案件を除く各議案の詳しい内容につきましては、所管部長より説明をいたしますので、議
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員の皆様におかれましては、御審議をいただきまして、御承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（桑原 千知君） 次に、執行部から、順次、提案理由及び提案内容の説明を求めます。 

 まず、承認第１号及び承認第２号を、市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。 

 承認第１号、専決処分の報告及びその承認を求めることについて御説明いたします。 

 今回の提案は、上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

その承認を求めるものでございます。 

 専決第７号、上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。この条

例は、地方税法等の一部を改正する法律が、平和５年３月３１日に公布されたことに伴い、関係

規定を整備するものでございます。したがいまして、単なる条文、条項の整理のための改正も多

数行われておりますので、こうした形式的な改正については説明を省略させていただき、主な改

正のみの説明とさせていただきます。 

 新旧対照表で御説明いたしますので、議案説明資料の１ページをお願いいたします。 

 第４６条につきましては、地方税共同機構が実施する地方税共通納税システムによる市税の電

子納付に対応するため、納付書にＱＲコード等を印刷した様式を新たに追加するものでございま

す。関係条項としましては、第４８条、第５０条、第９８条及び第１０１条でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 附則第８条につきましては、個人市民税の肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税特

例の適用期限を３年間延長するものでございます。附則第１０条につきましては、令和３年度の

税制改正による法附則第６４条を削る改正規定の施行に伴い、読替規定から除外するものでござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 附則第１０条の２につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係

る固定資産税課税額の課税標準の特例措置を地方税法で定められた参酌基準の３分の１とするも

のでございます。附則第１０条の３につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った

マンションに係る固定資産税課税額の減額措置の申告手続を新たに定めるものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 附則第１０条の４につきましては、平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用期限を

２年間延長するものでございます。附則第１０条の５につきましては、平成３０年７月豪雨に係

る固定資産税の特例の適用期限を２年間延長するものでございます。附則第１０条の６につきま

しては、令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けるための申告手続を新たに定め

るものでございます。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 附則第１５条の２につきましては、軽自動車税の環境性能割の時限的な軽減措置に係る規定を

削除するものでございます。附則第１６条につきましては、軽自動車税の種別割において講じて

いる燃料燃費性能等のすぐれた軽自動車を取得した翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例の

適用期限を、５０％軽減延長の対象につきましては３年間、２５％軽減の対象につきましては２

年間延長するものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 附則第１７条の２につきましては、個人市民税における優良住宅の造成等のために土地等を譲

渡した場合等の長期譲渡所得に係る課税の特例を３年間延長することを定めるものでございます。 

 なお、この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改

正に伴い、関係規定を整備する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により、議会に報

告し、その承認を求めるものでございます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書７ページをお願いいたします。併せて説明資料１４ページをお願いいたし

ます。 

 承認第２号、専決処分の報告及びその承認を求めることについて御説明いたします。 

 今回の提案は、上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、こ

れを報告し、その承認を求めるものでございます。 

 専決第８号、上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたし

ます。この条例は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和５年３月３１日に公布された

ことに伴い、関係規定を整備するものでございます。第２条及び第２３条第１項につきましては、

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円から22万円に引き上げる

ものでございます。第２３条第１項第２号及び第３号につきましては、国民健康保険税の軽減判

定所得の基準額について、５割軽減と２割軽減の基準額を見直すものでございます。軽減判定所

得の算定に用いる被保険者及び特定同一世帯所属者一人に乗ずべき額を、５割軽減の場合は、28

万5,000円から29万円に、２割軽減の場合は、52万円から53万5,000円に引き上げるものでござい

ます。この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 提案理由といたしましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行による地方税法施

行令の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕が

ないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 
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 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、承認第３号を、総務部長。 

○総務部長兼企画政策部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書９ページをお願いいたします。 

 承認第３号、専決処分の報告及びその承認を求めることについて御説明いたします。 

 令和５年度上天草市一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別冊補正予算書のとおり、４月２８日付で専決処分しましたので、同条第３項の規定

により、これを報告し、その承認を求めるものでございます。 

 今回の専決は、新型コロナワクチンの追加接種を行うため並びに低所得のひとり親世帯及びそ

の他住民税均等割が非課税の子育て世帯に対し、児童１人当たり5万円の給付金を支給するため、

６月補正予算の計上を待たずして事業に着手する必要がある緊急的な経費について、専決処分に

より予算措置を行ったものでございます。100万円以下の補正につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出それぞれ1億1,645万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を212億9,173万9,000円と

するものでございます。 

 歳入の主なものについて御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６５（款）国庫支出金、１０（項）国庫負担金は5,844万8,000円の増額でございます。内容と

いたしまして、１５（目）衛生費国庫負担金が、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負

担金を増額するものでございます。 

 ６５（款）国庫支出金、１５（項）国庫補助金は5,800万9,000円の増額でございます。内容と

いたしまして、１５（目）民生費国庫補助金が、子育て世帯生活支援特別給付金のひとり親世帯

分及びその他世帯分の給付に係る国交付金3,790万8,000円を増額するものでございます。２０

（目）衛生費国庫補助金が、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る国庫補助金2,010

万1,000円を増額するものでございます。 

 歳出の主なものについて説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ２０（款）民生費、１５（項）児童福祉費は3,790万8,000円の増額でございます。主なものと

いたしまして、２０（目）児童手当費が、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯等に給付する

子育て世帯生活支援特別給付金1,675万円などを増額するものでございます。２５（目）母子父

子福祉費が、子育て世帯のひとり親世帯に給付する子育て世帯生活支援特別給付金1,945万円な

どを増額するものでございます。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は7,854万9,000円の増額でございます。主なものと
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いたしまして、２０（目）予防費が、新型コロナワクチンの小分け作業等に従事する職員の時間

外勤務手当132万円、ワクチン接種を行う医療機関への報償費738万円、接種券付予診票を発送す

るための郵便料161万1,000円、ワクチン接種に係る委託料5,611万6,000円、時間外、休日にワク

チン接種を実施する場合に加算する委託料233万2,000円、医療機関が行う予約受付業務の委託料

354万6,000円、接種券付予診票の印刷・封入業務の委託料360万円などを増額するものでござい

ます。 

 以上が、専決処分の報告及びその承認を求めることについての概要でございます。 

 御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第３５号及び議案第３６号を、市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） よろしくお願いいたします。 

 議案書１０ページをお願いいたします。併せて説明資料の２１ページをお願いいたします。 

 議案第３５号、上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、令和５年３月３１日に公布されたこと及び

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が、平成３１年３月２９日に公布されたことに伴い、

関係規定を整備するものでございます。 

 なお、森林環境税につきましては、平成３１年度税制改正において、森林整備等に必要な地方

財源を安定的に確保する観点から創設された国税であり、令和６年度から、市民税、県民税の均

等割に合わせて負担いただくものでございます。 

 続いて、この条例について、新旧対照表で御説明いたします。 

 単なる条文、条項の整理のための改正も多数行われておりますので、こうした形式的な改正に

ついては説明を省略させていただき、主な改正のみの説明とさせていただきます。 

 第３４条の９につきましては、配当割額、または、株式等譲渡所得割額を課され、所得割の額

から控除出来ない場合、均等割、または、森林環境税から控除するものでございます。この改正

は、令和６年１月１日から施行するものでございます。 

 第３６条の３の２につきましては、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の記載

事項を簡素化するものでございます。この改正は、令和７年１月１日から施行するものでござい

ます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第３８条につきましては、森林環境税を市民税に合わせて賦課し、徴収することとするもので

ございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 第４１条につきましては、納税通知書に記載すべき個人の市民税の納付額に森林環境税額を追

加するものでございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございます。第４

４条につきましては、給与所得に係る個人の市民税の特別徴収額に森林環境税額を含めるもので

ございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございます。 
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 ２５ページをお願いいたします。第４７条につきましては、給与所得に係る個人の市民税の特

別徴収額の普通徴収税額への繰入れに森林環境税額を含めるものでございます。この改正は、令

和６年１月１日から施行するものでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 第４７条の２につきましては、公的年金に係る個人の市民税の特別徴収額に森林環境税額を含

めるものでございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 第４７条の６につきましては、公的年金に係る個人の市民税の特別徴収額の普通徴収税額への

繰入れに森林環境税額を含めるものでございます。この改正は、令和６年１月１日から施行する

ものでございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第８２条につきましては、軽自動車税の種別割に係る三輪の特定小型原動機付自転車の区分を

ミニカーの区分から除外し、原動機付自転車の区分とするものでございます。この改正は、令和

５年７月１日から施行するものでございます。 

 附則第１５条の２及び附則第１６条の２につきましては、不正行為により生じた軽自動車税の

環境性能割、または、種別割の納税不足額について、自動車メーカーから徴収する際に加算する

割合を変更するものでございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございま

す。 

 提案理由といたしましては、地方税法の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正

及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、関係規定を整備する必要があり

ます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書１４ページをお願いいたします。併せて説明資料３０ページをお願いいた

します。 

 議案第３６号、上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例及び上天草市手数料条例の一部を改

正する条例の制定について御説明いたします。この条例は、デジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律の一部改正を踏まえ、上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例及び上天草市

手数料条例の一部を改正する条例の規定の整備を行うものでございます。 

 内容といたしましては、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律の一部改正により、これまでの個人番号カードに記録されていた利用者証明用電子証明書が

個人番号カード用利用者証明用電子証明書と整理され、また、新たに自己に係る利用者証明用電

子証明書を移動端末設備用利用者証明用電子証明書として、移動端末設備スマートフォンに搭載

可能となることから、第１条の上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例及び第２条の上天草市
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手数料条例において、それぞれの電子証明書の表記を区分し、移動端末設備スマートフォンを用

いて、多機能端末機コンビニエンスストア等のマルチコピー機による印鑑登録証明書、戸籍謄本

等の交付を可能とするため、関係規定の整備を行うものでございます。なお、この移動端末設備

スマートフォンを用いたコンビニ交付サービスの運用が年内に開始される予定であることから、

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する

こととしております。 

 提案理由といたしましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正

を踏まえ、移動端末設備スマートフォンを用いて、多機能端末機コンビニエンスストア等のマル

チコピー機による印鑑登録証明書、戸籍謄本等の交付を可能とするため、関係条例を整備する必

要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第３７号及び議案第３８号を、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（濵﨑 裕慈君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書１６ページをお願いいたします。併せて説明資料３５ページをお願いいたします。 

 議案第３７号、上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について御説明いたします。 

 この条例は、上天草市重度心身障害者医療費助成事業の財源としている熊本県重度心身障害者

医療費助成事業費補助金の交付要領が改正されたことを踏まえ、重度心身障害者の医療費の自己

負担を軽減するため、関係規定を整備するものでございます。内容といたしましては、重度心身

障害者医療費助成の対象となる一部負担金の定義について、重度心身障害者の医療費の自己負担

を軽減するため、国、または、地方公共団体の法令等による全ての公費負担医療と重度心身障害

者医療費助成制度を併用可能とするものでございます。なお、この条例は、公布の日から施行し、

令和５年４月１日から適用することとしております。 

 提案理由といたしましては、重度心身障害者医療費助成制度と併用できる公費負担医療を拡充

することで、重度心身障害者の医療費の自己負担を軽減するため、関係規定を整備する必要があ

ります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書１８ページをお願いいたします。併せて説明資料３７ページをお願いいたします。 

 議案第３８号、上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 この条例は、放課後児童健全育成事業者が放課後児童健全育成事業所に配置する放課後児童支

援員の病気や事故等による休職等に伴う放課後児童健全育成事業の休止等を防止し、放課後児童
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支援員の確保を可能とするため、この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間、事業所

で従事する放課後児童支援員の要件を緩和するための関係規定を整備するものでございます。な

お、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 提案理由といたしましては、放課後児童健全育成事業所に配置された放課後児童支援員の病気

や事故等による休職等に伴う放課後児童健全育成事業の休止等の防止及び放課後児童支援員の確

保を可能とするため、関係規定を整備する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第３９号から議案第４１号を、教育部長。 

○教育部長（赤瀬 耕作君） よろしくお願いいたします。 

議案書の１９ページをお願いいたします。 

 議案第３９号、上天草市本と歴史の交流館条例の制定について御説明いたします。 

 上天草市本と歴史の交流館は、市民に教育活動及び文化活動の交流を行う場を提供し、生涯学

習の振興及び市民の文化的教養の向上を図るための施設として開館予定でございます。この条例

の主な内容としましては、上天草市本と歴史の交流館の位置、休館日及び開館時間のほか、使用

の許可、使用料等について定めるものでございます。 

 なお、この条例は、令和５年１０月１日から施行することとしております。 

 提案理由といたしましては、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、上天草市本と歴

史の交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定する必要がございます。 

 これが、この議案を提案する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書２４ページをお願いいたします。 

 議案第４０号、上天草市歴史資料館条例の制定について御説明いたします。 

 上天草市歴史資料館は、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、上天草市の歴史、

文化及び自然に関する資料の展示等を行う施設として開館予定でございます。 

 この条例の主な内容といたしましては、歴史資料館の業務、休館日及び開館時間のほか、撮影

等の許可の基準、歴史資料館運営協議会の設置等について定めるものでございます。なお、この

条例は、令和５年１０月１日から施行することとしております。 

 提案理由といたしましては、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、上天草市歴史資

料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定する必要がございます。 

 これが、この議案を提案する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書２８ページをお願いいたします。併せて説明資料４０ページをお願いいたします。 

 議案第４１号、上天草市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 この条例は、上天草市本と歴史の交流館の設置に伴い、大矢野町の市立図書館を当該交流館内
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に移設することから、図書館の名称、位置等を変更するとともに、図書の貸出し方法、手続等を

見直すため、関係規定を整備するものでございます。 

 主な内容といたしましては、第２条につきましては、上天草市立大矢野森記念図書館の名称を、

上天草市立大矢野図書館に変更し、位置を上天草市本と歴史の交流館の住所に変更するものでご

ざいます。 

 第４条につきましては、午前１０時から午後７時までを、上天草市立大矢野図書館の開館日、

開館時間として定めるものでございます。第９条から第２２条につきましては、図書館の貸出し

可能冊数の変更や自動貸出し機の導入に伴う貸出し方法、手続等を見直すに当たり、今後の利用

者ニーズの柔軟な対応を可能とするため、本条から削除し、教育委員会規則で定めることとする

ものでございます。 

 なお、この条例は、一部の規定を除き、令和５年１０月１日から施行することとしております。 

 提案理由といたしましては、上天草市本と歴史の交流館の設置に伴い、図書館の名称、位置等

を変更するとともに、図書の貸出し方法手続等を見直すため、関係規定を整備する必要がござい

ます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４２号を、総務部長。 

○総務部長兼企画政策部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書３０ページをお願いいたします。 

 議案第４２号、令和５年度上天草市一般会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 今回先議としてお願いしております予算は、エネルギー食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者への支援が必要な事業に係るもので、最終的には、国の電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援地方交付金での財源調整を行うものでございます。なお、100万円以下の補正

及び人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出それぞれ2億9,377万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を215億8,551万8,000円と

するものでございます。 

 歳入の主なものについて御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ８５（款）繰入金、１５（項）基金繰入金は2億9,377万9,000円の増額でございます。内容と

いたしまして、１０（目）財政調整基金繰入金が、歳出予算との調整により増額するものでござ

います。 

 歳出の主なものについて御説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ２０（款）民生費、１０（項）社会福祉費は、1億4,498万円の増額でございます。主なものと
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いたしまして、１０（目）社会福祉総務費が、令和５年度の住民税均等割が非課税の世帯及び令

和５年１月以降の家計急変世帯に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給す

るために必要なシステム改修業務委託料165万円、同給付金1億3,800万円などを増額するもので

ございます。 

 ２０（款）民生費、１５（項）児童福祉費は299万円の増額でございます。内容といたしまし

て、１５（目）児童措置費が、私立保育所及び認定こども園を対象に、食材料費の値上げ相当額

を支援する補助金を増額するものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は7,682万6,000円の増額でございます。主なものと

いたしまして、１５（目）保健衛生施設費が、市内で公衆浴場等を有するスパ・タラソ天草を管

理運営する指定管理者への支援金445万4,000円を増額するものでございます。３０（目）環境衛

生費が、省エネ家電の買換えを促進するための補助金7,000万円などを増額するものでございま

す。 

 ３５（款）農林水産業費、１０（項）農業費は3,540万円の増額でございます。内容といたし

まして、２０（目）農業振興費が、農業者及び市内に本社を置き、農業経営を行う法人に対して

支援する補助金を増額するものでございます。 

 ３５（款）農林水産業費、２０（項）水産業費は3,358万3,000円の増額でございます。内容と

いたしまして、１５（目）水産振興費が、漁業者及び養殖業者に対して支援する補助金420万

9,000円、国の漁業経営セーフティーネット構築事業を活用する漁業者に対する補助金の燃油分

529万5,000円、飼料分2,407万9,000円を増額するものでございます。 

 以上が、令和５年度上天草市一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） これから、議案第４２号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ９番、宮下昌子君。 

○９番（宮下 昌子君） ８ページですけれども、上天草市省エネ家電買換え促進補助金の7,000

万円についてです。これは、予算として１，０００世帯、補助率は２分の１で上限7万円という

ことですけども、上天草市には１万１，２００世帯ほど世帯数があると思いますが、この１，

０００世帯とされた根拠及び上限7万円という数字の根拠を、まず、教えていただけますでしょ

うか。 

○議長（桑原 千知君） 市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） 今回の補正予算につきましては、議員御指摘のとおり、１，０

００世帯の7万円ということで計上させていただいております。これは、省エネ家電への買換え
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というところで、この程度の需要ではないかというところでありますけれども、事業開始後に、

早期に予算枠の上限となった場合には、追加予算の是非についても改めて検討したいとは考え

ております。これは、あくまでもまず市民の需要の程度がどの程度あるかという部分が検討課

題となるのかなと思っております。 

 それと、補助限度額の7万円についてですけれども、こちらにつきましては、家電量販店が少

ない本市の地域性、近隣市町や都市部の家電取扱い業者における家電販売価格の状況を考慮する

とともに、市民の負担軽減と市内事業者に対する経済効果を考慮して、限度額を7万円としてお

ります。また、省エネ効果が大きいエアコン、冷蔵庫等の高額家電買換えの際に、一定の補助割

合が確保できる金額として上限額を設定させていただいているところです。御理解をお願いしま

す。 

○議長（桑原 千知君） ９番、宮下昌子君。 

○９番（宮下 昌子君） 市内業者ということですけれども、市内業者、その電気製品扱ってる

業者は、そんなに多くはないかなと思うんですけども、できれば、これ旧町ごとにどれぐらい

事業者があるのか教えていただけますか。前もって聞いてたけど。 

○議長（桑原 千知君） 市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） 申し訳ありません。旧町ごとに何社あるかという部分について

は掴んでおりません。ただ、私どもが掴んでいる部分としましては、管内事業者としては、本

市に対して、家電空調等の指名願を提出しておられる事業所、また、量販店、プレミアム商品

券の取扱い事業者等から、関係する管内事業所を２４事業所と判断しております。 

本日、先議予算の御承認をいただきますと、早速、この事業者へ案内の上、週末には説明会

の実施を考えているところでございます。 

○議長（桑原 千知君） ９番、宮下昌子君。 

○９番（宮下 昌子君） 担当課に伺ったときに、ちょっと私ぱっと自分自身でどういう業者が

町内にいらっしゃるのかというのが思い浮かばなかったもんですから、例えば、姫戸・龍ヶ岳

なんか、あるのかなと思ったもんですから聞いたんですけど、各４町にそれぞれあるというこ

とですので、ぜひ、そこで利用していただければと思います。 

 それで、告知ですけども、もし、これが承認されて決まった時点で、広報とかホームページと

かに掲載されると思うんですけども、業者がどこの業者が、旧町内ごとにどこの業者ですよみた

いなことも一緒に告知されるんですよね。分かるように、そこはお願いしたいと思います。 

○議長（桑原 千知君） 市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） 本日、予算の先議をいただきますと、この後、先ほど申しまし

たように、週末には、事業者に対しての説明会等、また、内容を詰めていきますけれども、広

報の今月号１５日発行号には、一定の情報を市民の方々に提供していきたいと考えております。 

○議長（桑原 千知君） ほかにございませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（桑原 千知君） 質疑なしと認め、これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４２号を採決いたします。議案第４２号は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号は、原案のとおり可決しました。 

 ここで、１０分間休憩をいたします。 

 

休憩  午前１１時０５分 

                                             

 

再開  午前１１時１３分 

○議長（桑原 千知君） 休憩に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第４３号について、提案理由及び議案内容の説明を、総務部長。 

○総務部長兼企画政策部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書３１ページをお願いいたします。 

 議案第４３号、令和５年度上天草市一般会計補正予算（第３号）について御説明いたします。

なお、100万円以下の補正及び人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出それぞれ1億759万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を216億9,311万5,000円とす

るものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第２表の繰越明許費は、５５（款）教育費、２０（項）中学校費、大矢野中学校教室等改修事

業6億6,321万4,000円を令和６年度へ繰越して事業を実施可能とするものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第３表の地方債の補正は、過疎対策事業債を1,910万円増額するなど、起債限度額の合計を36

億899万円とするものでございます。 

 歳入の主なものについて御説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ６５（款）国庫支出金、１０（項）国庫負担金は444万8,000円の増額でございます。内容とい

たしまして、１０（目）民生費国庫負担金が、母子生活支援施設等国庫負担金を増額するもので

ございます。 

 ６５（款）国庫支出金、１５（項）国庫補助金は3,404万2,000円の増額でございます。主なも
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のといたしまして、１０（目）総務費国庫補助金が、地域経済循環創造事業交付金3,333万3,000

円などを増額するものでございます。 

 ７０（款）県支出金、１０（項）県負担金は222万4,000円の増額でございます。内容といたし

まして、１０（目）民生費県負担金が、母子生活支援施設等県費負担金を増額するものでござい

ます。 

 ７０（款）県支出金、１５（項）県補助金は158万円の増額でございます。主なものといたし

まして、４５（目）教育費県補助金が、令和５年度地域づくり夢チャレンジ推進補助金134万

4,000円などを増額するものでございます。 

 ８０（款）１０（項）寄附金は750万円の増額でございます。内容といたしまして、４０

（目）総務費寄附金が、企業版ふるさと納税直接寄附分を増額するものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ８５（款）繰入金、１５（項）基金繰入金は2,895万4,000円の増額でございます。内容といた

しまして、１０（目）財政調整基金繰入金が、歳出予算との調整により増額するものでございま

す。 

 ９５（款）諸収入、３５（項）雑入は859万9,000円の増額でございます。内訳といたしまして、

１５（目）雑入が、コミュニティ助成事業助成金100万円、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金759万9,000円を増額するものでございます。 

 ９９（款）１０（項）市債は2,020万円の増額でございます。主なものといたしまして、５５

（目）過疎対策事業債が、漁港機能保全計画策定事業補助ソフト250万円を減額する一方、水産

物供給基盤機能保全事業250万円、スパ・タラソ天草施設整備改修事業190万円、子ども医療費助

成事業ソフト250万円、市道改良事業社交金1,400万円などを増額するものでございます。７５

（目）合併特例債が、大矢野中学校校舎改修事業3,270万円を減額する一方、漁港施設整備事業

210万円、下貫漁港浚渫事業390万円、漁港施設維持管理事業190万円を増額するものでございま

す。９４（目）学校教育施設等整備事業債が、大矢野中学校校舎改修事業2,590万円を増額する

ものでございます。 

 歳出の主なものについて御説明をいたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 １５（款）総務費、１０（項）総務管理費は1,393万円の増額でございます。内訳といたしま

して、３０（目）財産管理費が、公共施設等への太陽光発電設備等導入の可否を判断する調査支

援業務委託料1,013万3,000円を増額するものでございます。４５（目）企画費が、一般社団法人

自治総合センターの令和５年度コミュニティ助成事業について、１団体が採択されたことに伴う

助成金100万円を増額するものでございます。５５（目）支所及び出張所費が、龍ヶ岳地域の活

性化を図る取組を実施する地域おこし協力隊を任用することに伴う協力隊員の報償費163万1,000

円、協力隊員の活動助成金116万6,000円を増額するものでございます。 

 ２０（款）民生費、１５（項）児童福祉費は889万6,000円の増額でございます。内容といたし
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まして、２５（目）母子父子福祉費が、母子生活支援施設の利用者増加に伴い、施設等措置費

889万6,000円を増額するものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 ２０（款）民生費、２０（項）生活保護費は161万4,000円の増額でございます。主なものとい

たしまして、１０（目）生活保護総務費が、生活保護費の基準改定に伴うシステム改修委託料

141万9,000円などを増額するものでございます。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は189万4,000円の増額でございます。内容といたし

まして、１５（目）保健衛生施設費が、スパ・タラソ天草の施設整備修繕費189万4,000円を増額

するものでございます。 

 ３５（款）農林水産業費、２０（項）水産業費は644万8,000円の増額でございます。主なもの

といたしまして、２０（目）漁港管理費が、樋合漁村センター下水管沈下の補修などの修繕費

231万1,000円を増額するものでございます。２５（目）漁港建設費が、令和６年度に事業を後ろ

倒しする小屋河内漁港機能保全計画策定見直し業務委託料2,400万円及び千束漁港機能保全計画

策定見直し業務委託料1,500万円を減額する一方、令和５年度に事業を前倒しする牟田漁港機能

保全計画策定見直し業務委託料3,400万円、下貫漁港のしゅんせつに係る深浅測量業務委託料363

万9,000円、牟田漁港１号防波堤の本体工が腐食し、施設機能が低下した状態にあることから実

施する牟田漁港１号防波堤機能保全対策工事費500万円などを増額するものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 ４０（款）１０（項）商工費は5,000万円の増額でございます。内容といたしまして、１５

（目）商工振興費が、天草海洋リゾート基地建設構想における民間事業者による樋合リゾート開

発にあたり、株式会社マリーゴールドホールディングスへの支援としての補助金を増額するもの

でございます。 

 ４０（款）土木費、１５（項）道路橋梁費は1,100万円の増額でございます。内容といたしま

して、１５（目）道路新設改良費が、市道高戸樋島線の新設橋梁の橋台基礎の位置及び基礎工法

を決定するための地質調査業務委託料を増額するものでございます。 

４５（款）土木費、２５（項）港湾費は210万4,000円の増額でございます。内容といたしま

して、１０（目）港湾管理費が、上天草港阿村港区鬼塚水門などの施設維持管理に係る修繕費を

増額するものでございます。 

 ５０（款）１０（項）消防費は161万8,000円の増額でございます。内容といたしまして、１５

（目）非常備消防費が、退団した消防団員に支給する功労金が不足するため、退団者功労金を増

額するものでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ５５（款）教育費、３０（項）保健体育費は201万6,000円の増額でございます。主なものとい

たしまして、１０（目）保健体育総務費が、企業版ふるさと納税寄附金により実施するバスケッ

トボール教室等開催業務委託料315万円などを増額するものでございます。 
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 ７０（款）諸支出金、２０（項）基金費は501万円の増額でございます。内訳といたしまして、

１１０（目）上天草市学校教育施設整備基金費が、旧大道中学校の有償貸与する財産処分の承認

に係る国庫納付金相当額以上の額を学校施設整備に要する経費に充てることを目的とした基金に

積み立てるため、積立金145万9,000円を増額するものでございます。１４０（目）上天草市ま

ち・ひと・しごと創生基金費が、企業版ふるさと納税寄附金からバスケットボール教室等関係業

務委託料を差し引いた残額を積み立てるため、積立金355万1,000円を増額するものでございます。 

 以上が、令和５年度上天草市一般会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４４号及び議案第４５号を、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（濵﨑 裕慈君） よろしくお願いいたします。 

 議案書３２ページをお願いいたします。 

 議案第４４号、令和５年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）に

ついて御説明いたします。 

 予算書１５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額に増減はなく、歳出予算のみを補正するものでございます。 

 歳出について御説明いたします。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 １０（款）総務費、１５（項）徴税費は89万1,000円の増額でございます。内容といたしまし

て、１０（目）賦課徴収費が、令和６年１月から、産前産後４か月間の国民健康保険税を免除す

る制度の施行予定に伴い、システム改修業務委託料89万1,000円を増額するものでございます。 

 ５５（款）１０（項）１０（目）予備費は、歳出予算の調整のため、89万1,000円を減額する

ものでございます。 

 以上が、令和５年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）の概要で

ございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書３３ページをお願いいたします。 

 議案第４５号、令和５年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号）について御説明いたし

ます。 

 予算書２１ページをお願いいたします。 
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 歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出予算の総額を5,950万6,000円とするものでござい

ます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債は、辺地対策事業債の起債限度額を50万円とし、利率、借入れ先、償還の方法を

定めるものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 ４０（款）１０（項）市債は50万円の増額でございます。内容といたしまして、２０（目）辺

地対策事業債が、辺地総合整備計画に基づく湯島診療所整備事業に充てるため、50万円を計上す

るものでございます。 

 歳出について御説明いたします。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 １０（款）総務費、１０（項）総務管理費、２０（目）医療費は、辺地対策事業債の計上に伴

い、特定財源と一般財源の50万円を組み替えるものでございます。 

 ２０（款）１０（項）１０（目）予備費は、歳入歳出予算の調整のため、50万円を増額するも

のでございます。 

 以上が、令和５年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４６号を、総務部長。 

○総務部長兼企画政策部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書の３４ページをお願いいたします。 

 議案第４６号、財産の取得について御説明いたします。 

 この議案は、上天草市消防設備等整備事業計画に基づき、小型動力ポンプ６台、普通車の小型

動力ポンプ付積載車を１台及び軽自動車の小型動力ポンプ付積載車２台を取得するものでござい

ます。 

 取得の相手方は、熊本市中央区菅原町１番２５号、三輝物産株式会社で、取得金額は2,481万

9,740円でございます。 

 提案の理由といたしましては、財産を取得するには、上天草市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を経る必要がございます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

                                             



   - 26 - 

 

 

   日程第２３ 同意第１２号 上天草市固定資産評価員の選任につき同意を求めることに 

ついて 

○議長（桑原 千知君） 次に、日程第２３、同意第１２号を議題といたします。 

 本案について、提案理由及び議案内容の説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長(水野 博之君） よろしくお願いいたします。 

 議案書３５ページをお願いいたします。 

 同意第１２号、上天草市固定資産評価委員の選任につき同意を求めることについて御説明いた

します。 

 今回の提案は、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、かつ市長が行う価格の決定を

補助する固定資産評価委員を選任するものでございます。本市においては、この固定資産評価員

に税務課長を充てており、４月の人事異動に伴う税務課長の異動によりまして新たに選任するも

のでございます。 

 選任する者の氏名は、杉本恒明市民生活部税務課長でございます。住所、生年月日は、議案書

に記載のとおりでございます。 

 提案理由といたしましては、固定資産評価委員の選任については、地方税法第４０４条第２項

の規定により、議会の同意を得る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

                                             

 

   日程第２４ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

   日程第２５ 諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

    日程第２６ 諮問第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ 

いて 

○議長（桑原 千知君） 次に、日程第２４、諮問第１号から、日程第２６、諮問第３号までの

以上３件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由及び議案内容の説明を求めます。 

 堀江市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 議案書３６ページから３８ページをお願いいたします。併せて委員等

の同意等議案に関する資料１ページから３ページまでお願いいたします。 

 諮問第１号から第３号までの人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて諮
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問させていただきます。 

 今回の提案は、人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を法務大臣に推薦するにあたり議会に

意見を求めるものでございます。 

 諮問を求める者の氏名は、再任の濱邊志惠氏、塚田久美子氏、新任の村川和敬氏でございます。 

 住所、生年月日、経歴等につきましては、議案書及び別紙資料に記載のとおりでございます。

なお、任期は、令和５年１０月１日から令和８年９月３０日までの３年間でございます。 

 提案理由といたしましては、人権擁護委員の候補者を推薦する場合は、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を聞く必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

                                             

 

   日程第２７ 報告第 ６号 令和４年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報 

告について 

   日程第２８ 報告第 ７号 令和４年度上天草市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の 

報告について 

   日程第２９ 報告第 ８号 令和４年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告につ 

いて 

   日程第３０ 報告第 ９号 令和４年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて 

   日程第３１ 報告第１０号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい

て】 

   日程第３２ 報告第１１号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい

て】 

○議長（桑原 千知君） 日程第２７、報告第６号から、日程第３２、報告第１１号を行います。 

 執行部から説明を求めます。 

 まず、報告第６号及び報告第７号を、総務部長。 

○総務部長兼企画政策部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書３９ページをお願いいたします。 

 報告第６号、令和４年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について御説明い

たします。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度

に繰越しましたので、御報告いたします。 

 繰越明許費繰越計算書１ページをお願いいたします。 

 １５（款）総務費、１０（項）総務管理費、入札参加資格審査申請システム導入事業をはじめ、
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全５３件中４５件を繰越しております。なお、令和５年度への繰越総額は、21億574万3,334円と

なっております。 

 以上で、報告を終わります。 

 続きまして、議案書４０ページをお願いいたします。 

 報告第７号、令和４年度上天草市一般会計予算事故繰越繰越計算書の報告について御説明いた

します。 

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事

故のため、年度内に支出を終わらなかった事業に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しましたの

で御報告いたします。 

 事故繰越繰越計算書１ページをお願いいたします。 

 ３５（款）農林水産業費、２０（項）水産業費は、水産物供給基盤機能保全事業について、新

型コロナウイルス感染症の影響による工場稼働の縮小等により、鋼材の購入に不測の日数を要し、

年度内の完成が困難となったため、7,355万3,072円を繰越しております。 

 ４５（款）土木費、１５（項）道路橋梁費は、市道高戸樋島線道路改良事業について、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、設計に必要な橋台位置の地元協議が実施出来ず、年度内の完

成が困難となったため、1,048万140円を繰越しております。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第８号を、水道局長。 

○水道局長（桑原 成明君） よろしくお願いします。 

 議案書４１ページをお願いいたします。 

 報告第８号、令和４年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明いたしま

す。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、予算に定めた建設改良費を翌年度に繰越しまし

たので、同条３項の規定により御報告いたします。 

 繰越計算書１ページをお願いいたします。 

 中央配水池代替対策工事1,320万円、田端地区配水管布設工事その２、1,287万円、寺尾地区配

水管布設替工事274万5,000円を、令和５年度へ繰越しております。 

 また、地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定により、年度内に支出負担行為をしまし

たが、事業計画の見直し等により不測の日数を要し、年度内の完成が困難となったため支出が終

わらなかった水道事業再構築計画等作成業務委託3,670万につきましても、翌年度に繰越してお

ります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第９号を、建設部長。 

○建設部長（岩永 裕一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書４２ページをお願いいたします。 
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 報告第９号、令和４年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明いたし

ます。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、予算に定めた建設改良費を翌年度に繰越しまし

たので、同条第３項の規定により御報告いたします。 

 繰越計算書１ページをお願いいたします。 

 まず、地方公営企業法第２６条第１項の規定による予算の繰越しについて御説明いたします。 

 上天草市下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場改築工事につきましては、新型コロ

ナウイルス感染拡大を防止する必要があったことから、工事に不測の日数を要したため、2,000

万円を繰越しております。また、処理場耐震対策工事につきましては、前日の工事の進捗に合わ

せて発注する計画としていたため、110万円を繰越しております。 

 続きまして、下水道不明水調査業務委託につきましては、計画に関する諸条件の検討に期間を

要したため、214万8,000円を繰越しております。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による予算の繰越しについて御説明いたします。 

 処理場水処理施設改築実施設計作成業務委託につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を

防止する必要があったことから、業務に不測の日数を要したため、1,356万8,000円を繰越してお

ります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第１０号を、経済振興部長。 

○経済振興部長(山本 一洋君） 議案書４３ページをお願いいたします。併せて説明資料４８

ページをお願いいたします。 

 報告第１０号、専決処分の報告について御説明いたします。 

 和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により御報告いたします。 

 専決第６号、和解及び損害賠償額の決定について。令和３年１２月２３日に、上天草市松島町

合津６２１５番地１７地先において発生したペーロン船の管理作業時における損害事故に関し、

令和５年３月３０日に専決処分を行い、和解の相手方との間で損害賠償額を決定し、和解したも

のでございます。 

 この事故は、観光おもてなし課の職員及び当該和解相手であるペーロン船を管理している団体

の職員が、当該場所で、市が所有するペーロン船をクレーンで上架し点検していたところ、ク

レーンのワイヤーが破断し、乗船して作業中であった当該和解の相手方が負傷したものでござい

ます。 

 和解の相手方、損害賠償の額、和解事項については、議案書に記載のとおりでございます。今

後、再発防止のため、事故防止及び安全管理について指導を徹底してまいります。 

 以上で、報告を終わります。 
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○議長（桑原 千知君） 次に、報告第１１号を、建設部長。 

○建設部長（岩永 裕一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書４４ページをお願いいたします。併せて議案説明資料５１ページをお願いいたします。 

 報告第１１号、専決処分の報告について御説明いたします。 

 和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により御報告いたします。 

 専決第１０号、和解及び損害賠償額の決定について。令和５年３月２８日、上天草市姫戸町の

市営二間戸団地において発生した車両損傷事故に関し、令和５年５月２２日に専決処分を行い、

車両の所有者と損害賠償額を決定し、和解したものでございます。 

 この事故は、市営二間戸団地１号棟のひさしが老朽化により剥離し、落下したため、当該場所

に駐車していた軽乗用車に損害を与えたものでございます。 

 和解の相手方、損害賠償額、和解事項については、議案書に記載のとおりでございます。今後、

施設の安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 以上で、報告は終わりました。本日の日程は全部終了いたしました。

明日６日から１４日までは議案研究のため休会し、次の本会議は、６月１５日の午前１０時か

ら、議案質疑及び委員会付託となっております。なお、質疑をされる方は、６日の正午までに

通告書の提出をお願いいたします。また、一般質問をされる方は、７日の正午までに通告書の

提出をお願いいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散会  午前１１時４２分 

 


